
(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

ﾛ■■年■月■日

任命権者殿

一』一一 一一－~一一ー一

pQ

型 ＝ －■ . P 一ー
住 所

氏 名小林信男

'さ－酉rrri二言三二一 !電話番号
ノ

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとお金り届け出ます。 ．

（ふりがな）1 のぶお）

信 男

年■月■日

(こばやし
小 林名氏

9

2生 年 月 日

3官 職

ﾄ

裁判所事務官
I 。

U

令和 4 年12 月 25 日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）

年 3 月 3 日

4約束前の求職開始日

令和 ， 55再就職の約束をした'ヨ
I 、

召

｡

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
I 。 1

職務内容在職期間所属。官職

裁判所職員総合研修所

経理課長

自
至
一
自
至

令和

令和

平成

平成

4年12月25E

5年3月31日

年月 日

年月 日

■

司法行政事務
、

日

』

｡

■

I
■

自
至
一
自
至

賊
Ⅷ
燕
軸

年
年
一
年
年

月
月
一
月
月

日
日
一
日
日

イ

Z

7離職 予 定 日

8再就職予定 日
8

9再就

冊

多幸



、

’10再就職先の業務内容 総務事務

総務部総務課長11再就職先における地位
●

わ ●

１
１
１

12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
〃、

口有 厨無

口有 聞無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（■上記援助がなかった場合）

（ふ り が な）
援助の内容

援助者の氏名又は名称 ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容援助の内容

罰 や■ ■到一
ー下

冠

■

Ｉ

“

■

■

■

■

■

■

■

■

’燕$
L』"■

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

。

、



在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

1

■■■年■月■日

最高裁判所事務総長殿

住 所
4

一＝一一

氏 名近藤隆夫

’電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふり がな）

氏 名

2生 年 月 日

3官 職

こんどう たかお
近藤 隆夫

|; 犀 ■月 ■l■日

次席家庭裁判所調査官

+

I

l ‘

令和 4年 7月 30日

4約束前の求職開始日
1

■

（口約束前の求職開始日がなかった場合）

4年． 10月 ， 25日

■

令和5再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
心

職務内容在職期間所属・官職

岡山家庭裁判所次席家庭裁判所
調査官

自令和4年7月30日

至令和5年3月31日
少年事件調査の管理業務

自
至
一
自
至
一
自
至

年
年
一
年
年
一
年
年

月
月
一
月
月
一
月
月

日
日
一
日
日
一
日
日

6

I
や

I

7離 職 予 柳
一
御

畔
一
群

3月 31日

4月 1日

定 日
■

8再就職予定 日
グ

〃

〃

再就職先の名称：学校法人帝塚山学園

再就職先の連絡先: 1就職先の9再就職先の名称及び連絡先

！ L ＝

『 霧硲；p

l 趣錘、
L

且
■



’
10再就職先の業務内容 教育・研究

『

Ⅱ

11再就職先における地位 帝塚山大学I I教授
f ‘ I

12求 職 の 承 認 の‘ 有 無 口有 阿無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 画無
0

0 －

I

年

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(■上記援助がなかった場合）
『

少 且■h

’
■

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

■ ◆

m－－q

“

唾 ｜笹

－－－－●

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

ノ



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

■■■年■月■日

（最高裁判所事務総長） 殿

’住 所’

氏 名田中教仁
■

電話番号■■■■■■

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

守 缶 旬

(ふりがな）1 たなかのりひと

田中教仁名氏 ー

●

■■■年ﾛ月■日

総括主任家庭裁判所調査官

2生 年 月 日

職3官

令和4年2月7日

4約束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和4年3月22日5再就職の約束をした日 I

G

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

所属｡官職 在職期間 職務内容

静岡家庭裁判所沼津支部 自 令和4年2月 7日支部調査官室の司法行政事務
総括主任家庭裁判所調査官 、至令和4年7月31日及び調査実務

自 年月 日 ｜

至 年月 日 ｜

自 鯉目｜至

職務内容在職期間所属“官職

支部調査官室の司法行政事務
及び調査実務

令和4年2月 7日

令和4年7月31日

至自
同

静岡家庭裁判所沼津支部

総括主任家庭裁判所調査官

｜自至

年年

月月

日日

至自

年年

月月

日日

自
至

年
年

月
月

日
日

④

令和4年7月31日

令和4年9月1日

再就職先の名称：学校法人駒澤学園駒沢女子大学

7離職予 定 日
●

8再就職予定 日

名称乃工』§蓮絡先9再就職先の

’ ’
１
１再就職先の連絡先

L 』
ひ

。 二 可塑＝



4

（

｜
’

駒沢女子大学人間総合学群心理学類における講義等の担当

准教授

10再就職先の業務内容

11再就職先における地位

12求 、職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による・離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

口有 ■無

I●

の2第2項第3号に規定14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（■上記援助がなかった場合）

援助の内容援助の内容’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

、

一一一一一一 一一 一

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載することb



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

Z。あ年 7日2月

最高裁判所事務総局人事局長殿

所
・
名

住
氏

｜ －電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

「？~－1－1
1 （ふりがな）

氏 名
ロ 、

ｂ

4 ■

■■年 ■月■日
裁手(|所郷官 一

2生 年 月 日

職3官

ZO2Z年 ／／月 ／繁日
4約束前の求職開始日

がなかった場合）U

5再就職の約束をした日 ユ･ユ
f I － －

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
I

０
且
■
■
且
■
■
■
■

職務内容灘期間所属・官職

r証圓皇■|－ ‐ ■ ’
一自

至
｜
自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

1。13年 3月 3／日7雛職 予 定 日

8再就職予定 日 1。13年 うぐ月 ／日

’再就職先の名称

9再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先

鍾遊鰯

書翰 q
、 空 ，
､ ＝

吾

…

ー



110再就職先の業務内容
■

◆

す１
句

11再就職先に､おける地位

●耐12求 職 の 承 認 の 有 無
一一

口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就
職の援助の有無

団燕
ロ

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(岨記援助がなかった場合）

｜ (重鮴篝:儒鍾奪幟鍵茎）’ 援助の内容
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I U

． I

①

刀
■

１１
’h

’
1 1

■寺

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

､再■ 両



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和4年10月17日

最高裁判所事務総局人事局長殿

’住． 所’

氏 名■■■■■

電話番号［ ~ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふり がな）

氏 名
L・ !｣A州

2生 月年 日

①

一n月■日

裁判所事務官職3官

I ． ー

令和4年8月31日

(口約束前の求職開始日がなかった場合）
4約束前の求職開始日

ロ ダー ｰ ‐ ．『 ．‐

‘ ロ

令和4年10月6日5再就職の約束をした日
I

約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間在職期間所属・官職

6

職務内容
0

日
日》
■月咽日和令自

至
‐ ’

字

’｜
’

…0

’
－ー

自
至

年
年
月
月
一

日
日

I ．

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

令和4年11月30日7離 職 予 定 日

一二君 I

令和4年12月1日8再就職予定 日
I ・'.、

■

再就職先の名称：

9再

｜再就職先の連絡先:■■
ノ”〃人率局、声、 ． 』
■ 己 「

■

1 －4，10，17
■ ■

号ノ 1蓮弟fw『1

愚
醗



’

１
１

10再就職先の業務内容 ’

■11再就職先における地位

無 ’
茎

12求 職 の 承 認 の 有 n有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就
職の援助の有無

n有 阿無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

凸

●

0

･

(口上記援助がなかった場合）
U

「一~一

’
(ふ り が な）

4

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I．
ー

一一一一一一

１
１ ’－一一－

I ． ．

’
Ip e

’

(記載上の注意） ‐
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかつ.た場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

、
I



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

2023年3月 14日

最高裁判所事務総局人事局長
徳 岡 治 殿

’住 所
官
０
■
６
日
１
．

氏 名 ■■■■■■■

’電話番号 ｜
’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

| － － ’
（ふりがな）］

名氏
｡

2生 年 月 日

3官 職

年■月 ■日 、
げ

4約束前の求職開始日

申

5再就職の約束をした臼 2023年 3月 10日

ロ

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
病

■

在職期間所属・官職

ｌ自
至

日
日
■
■
月
月
■
■
年
年

１
１

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日 グ

6

自
至

年
年
月
月

日
日

ロ

2023年3月 31日

2023年4月 3日

定離 職 予 日7

8再就職予 定 日
b

再就職先の名称
■

諦先9再就職先の
識
凸 ｡－ 再就職先の連絡先： ’筏＃ ＝、■…n o

ノ再； ‐鱈室二二一一一丸 ，

513！ 150

1

号／鴬繁|ﾙ年

戒

＝

2立崖



■■■10再就職先の業務内容

11再就職先における地位
|I |_‐ ！

｡

12求 、職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 厨無
ｂ

一

口有 厨無
』

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就聯の援助以外の離職後の就職の援助

(図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）
◆

援助者の氏名又は名称

■

援助の内容
●

巳 ■

I
I

’
ロ

●

』
■
■
■
Ｂ
■
■
■

1 ，
I

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和4年8月 15日

最高裁判所事務総局人事局長殿

住 所

氏 名■■■■■

電話番号 ’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

P

1 （ふりがな）

氏 名 ’
｡

2生 年 月） 日 | 年■月■同
職3官

サ

令和 4年4月 27 日
｡

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4約束前の求職開始日

O

G

令和 4年7 月 1 日5再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
h

D

l在職期間所属・官職

自
至

日
日
■
・
御
棚
■
■
和
和

〈
祠
〈
祠

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

面
掴
一
石
”
一

自平成

至平成

年
年

月

月

日
日

凸

7雛 職 予 定 日 令和 4 年 9 月 30 日

令和 4 年 10 月8再就職予定 日 1 日

■■再就職先の名称: |’
9再就職先の名称及び連絡先

’｜再就職先の連絡先：
鈩

■

ｐ
込む足

、

訳

■

マ
サ
や
■



4A ， 慈

f＄｡

f

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
『
』
■
■
■
■
■
■
■
■

10再就職先の業務内容
● ’
0 q ■

11再就職先における地位
勺－全ロ

G

’
e ﾄ

81

12求 職 の 承 認 の 有 無

1.3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就
職の援助の有無

｜ 口有 図無

口有 図無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

●

(画上記援助がなかった場合）
b ■

の

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

ロ

援助の内容
8

、4

I
ロ I 。 。

（’
’

ご

《

’ロ

(記載上の注意）
’ □のついた項目は該当する口の中にﾚ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和4年8月19日

最高裁判所事務総長 殿

’住 所

氏 名 ■■■■

電話番号 ’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

ゴ …一．一頃

（ふりがな）1

名氏

｜

｜年■■月■■日2生 年 月 日

I

■■■職3官
且

4

I ‘々

令和 4年 3 月 4 日

‘ （口約束前の求職開始日がなかった場合）
4約束前の求職開始日

令和 4年 6 月 8 日5再就職の約束をした日

約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

一＝－…＄ ←“卜…幽円

在職期間所属

6

①

職務内容。官職

日
日
■
■

月
月
■
■
酢
腓
和
和
令
令

自
至’ ’

自令和

至令和

年
年

月
月

日
日 I

自令和

至令和

年
年
月
月

日
日

’
自令和

至令和

年
年
月
月

日
日｜ ’

U ロ

－

令和 4年 9月 30 日7離職 予 定 日

8再就職予定 日 平成 、4年10 月 1 日

｜再就職先の名称： ’
9．再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先:l_■

p

…

1 －4，8，22

啄譲3171

ー

" △



」

I10再就職先の業務内容

11再就職先における地位

』

’具

12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第ユ0
” 6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ~ I無

口有 ■無

項第3号に規定14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(■上記援助がなかった場合）
②

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

－ ロ ◆

l ‘
1 1 .

｜
T

I

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること｡‘



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

‘年曇月半日
最高裁判所事務総局人事局長殿

住 所

氏 名

電話番号

裁判所聯員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

一

'

一

－－一－

1 （ふりがな）

氏 名

2生 年 月 日

3官 職

－

年■月 I ｜ 日

－

令痢、f年血月 フ日
●

■

4約束前の求職開始日 ｡

(口約束前の求職開始日がなかった場合）
○

一.ｰ -5

5再就職の約束をした日 j-年j月／〃日令琢 二

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
－

職務内容所属・官職
ー■

◆
一

ｌ
‐
一 －－

年
年
一
年
年
一
年
年

月
月
一
月
月
一
月
月

【

日
日
一
個
日
一
日
日

自
至
一
自
至
一
自
至

｡ 白

0

ロ

』。

凸

一一

’ －

月 身／同

月_/__且_＝

7雛 職 予 定 日

8再就職予定 日

､f･年 ざ

kf一年 談

鍍
柳

一

一

－

L一－’再就職先の名称：

9再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先:■■■髭 ’
－

…
-5‘3,241
両ツ

p

〃

－ 、



ー

脾
■
－ －‐三一~－－－－

’ I再就職先の業務内容、
一
血
一

で－q■一一一一一一
一一 ＝－－■一

１
１ I再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

，6条の2第2項第3号に規定する組織によ.る離職後の就職

|，
I

’
一

圃無口有
一

１
１
１

●

一 ロー＝▼も■曲
勺

、

口有 圃無

I
〃'、
-■ 寺 再. ■

'14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
！ する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（雄記援助がなかった場合）

｜ (菫助善呈氏鍋妻壁暮)I ゞ助"内”援助の内容
一二ルー?ローーー今宇ーー－一一

一一一一子一＝一

一己P■一 ー ●＝－

二
４
０
・
ｌ
１
ｒ
ｌ
１

－

’
0 －

一一茎出一口▲寺マヱ

冬■ローP一ユーq

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については,約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること．

イ



。

1

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和4年5月30日

最高裁判所事務総長殿

’'1住 所

氏 名■■■■■■■

電話番号|E －－－ ’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふり がな）

氏 名

2生 年 月 日

3官 職

／

吾

■年 ■月 ■日

令和 4年 2月 23日

4，約束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和 4年 4月 13日5再就職の約束をした日
I ， 1
1

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

1
在職期間所属・官職 1

1

1

ｲ

自
至

日
日
■
■

月
酢

■
卓
年

僻
■日

日
ｆ
赤

く
祠
今
祠

口

｜

’

日
日
■
■
副
酢
酢
酷
和
和
令
令

自
至 ’|I
自平成

至平成

年
年

月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

日
日
０
１

３月
月

６

７

年
年
４
４

和
和
令
令

7離職 予 定 日

． ’
8再就職予定 日

＝再就職先の名称：

再就職先の連絡先
9再就職先の名称及び連絡先

I ’ 0 1



10再就職先の業務内容 ’

11再就職先における地位

’
112求 職 の 承 認 の 有 無

’3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第，0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無．

回無口有

阿無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（口上記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

溌燃*j■､＝ ． 過蕊瀧甑ツ1：界

閲1 J ， ”口

■
、

I

1 ， 9
｡

千 +

■ 6

q

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1 項関連）

令和5年3月91:1

最高裁判所事務総局人事局長殿

住 所’

氏 名■■■■■

’|I電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

］ （ふり がな〉

氏 墹

2生 年 月 日

3官 職

’

令和5年3月3日

4約束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和5年3月9日' 5再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間

令和■年ロ月■日
令和■年■月■■日
年 月 日

年 月 日

年 月 日

年月 ・日

所属・官職

自
至
一
自
至
一
自
至

ﾛ■■■

－

年
年

月
月

自
至

日
日

I

’
７
８

令和5年3月3］旧職 予 定 FI

就職予定 日

雛
一
再 令和5年4月lR

再就職先の弔称: ｜

再就職先の連絡先
9再就職先の名称及び連絡先

p

●

p

■ 9

0

口ニヲ



1－

’10再就職先の業務内容

11再就職先における地位 ’

e

｡

■■■■

12求 職 の 承 認 の 有 無

，3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第i－
O

具条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職’

口有 圏無

口有 岬無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

2項第3号に規定

0

(■上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）
*

援助者の氏名又は名称
援助の内容

■
■
■
■
■
■

■

ｆ

０
今

画

８

１

日
０

’
G I

■
I ． I

申

’
I

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 ’

2職繍辮雪鱸麓鳴権鰯鑿櫻晉灘撫駝淵職猿溌鰯
務内容を記載すること。

1



ノ

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

ユクgゴ年j月一ﾕc日

（任命権者） 殿

住 所

氏 名

電話番号

1

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1‘06条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ， 、 ．

←‐ー

１
１

｜
｜

（ふり がな）1

名氏

「…■日U

年 月2生 年 月 日
▼

ﾛ

職3官
9

｡ ■

ロ

今和母年 ノ月 ソ 日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4約束前の求職開始日

Mv＆年‘ノ月 ／’日5．再就職の約束をした日
一

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

1 所属官職 在職期間在職期間所属・官職 職務内容

自榊v
至冷瓶

日
日

■
■
■

月
月

■ 年
年」 L’

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

’
1■

自
至

年
年

月
月

日
日

I
＊

今*， 〈一年ノ 月今ノ日7雛 職 予 定 日
口

今*▽ す年ノ 月 ノノ日8再就職予定 日

’
▼

凸

■

■

且

■

■

■

Ｉ

■

Ｉ

Ⅱ

ｌ

■

再就職先の名称：

9再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先
諏i瞳

け ■ 宙 ▲ 望

P甲

一 一 0

鎚翻



10再就職先の業務内容 ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ

-－－－1

’11再就職先における地位
q

●

ﾜ無12求 職 の 承 認 ‘ の 有 無 口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就
職の援助の有無

口有 値無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(肋上記援助がなかった場合）

■

ｂ

■

■

０

９

■

且

’

１

■

Ⅱ

■

■

Ｉ

■

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I

’

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること・
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

I



(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

/"'ゴ 年2－月 6日

最高裁判所事務総局人事局長殿

住 所

氏 名

電話番号
I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ますb ･

ーQ乱

1

’
ー一一一 可一

（ふりがな）

名氏

年■月 ■日2生 年 月 日
■

3官

ザ 0

■■職

／郷,4年 ’2-月鵠日
1

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4約束前の求職開始日

’ 鍬b3年 2月 2日5再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

’所属・官職 職務内容在職期間
■■■

日
日
■
■職帽岨

自
至

’
生

自
至

年
年

月
月

日
日

｜ ’

自
至

年
年

月
月

日
日

自
室

年
年

月
月

日
日

鮴5年 3月 31 日7離職 予‘ 定 日

蹴, or年 4月 ｜ 日8再就職予定 日
I 、 ．

再就職先の名称： ■■I
9再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先
…種＝

第郷エヲ L三
一一 . ､

凸△



’ 10再就職先の業務内容
11再就職先における地位

’ 診盲 。12求 職 の 承 認 の 有 無

'3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就
職の援助の有無

4旺
ノb，、

血口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（団上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｜
’

1

’
(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

ｄ
可

、

： ､JX

■ 仕 手

幽魂

雨r "、

ｳ ー


